
原子力安全調査委員会設置法（案） 

 原子力利用における安全の確保に関する事項について調査すること等により、
原子力利用における安全の確保を確実なものとするため、環境省の原子力規
制庁に、原子力安全調査委員会を設置する。 

１ 趣 旨 

内 閣 官 房 

２ 概 要 

３ 施行期日 

４ 原子力組織制度改革法（案）との関係 

（１） 原子力安全調査委員会の所掌事務、組織等 

（２） 原子力事故等調査 

○ 原子力安全調査委員会の所掌事務 
  ・ 原子力の安全の確保に関する施策等の実施状況の調査 
  ・ 原子力事故等の原因・被害の原因を究明するための調査 
  ・ 環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政機関の長に対する勧告等 
○ 原子力安全調査委員会の組織 
  ・ 委員５名で構成 
  ・ 委員は両議院の同意を得て、環境大臣が任命 
  ・ 専門事項の調査のため、専門委員を任命 
○ 環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政機関の長等に対し、資料・情 
  報提供等の必要な協力を求めることが可能 

○ 関係者からの報告聴取、立入検査、物件提出命令等の権限を付与。環境 
  大臣に対し、必要な援助を求めることが可能。 
○ 調査報告書は公表。必要に応じ、環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政
機関の長に勧告 

○ 平成２４年４月１日 
 （委員の任命のための両議院の同意に係る部分は公布の日から施行） 

○ この法律と原子力組織制度改革法（案）は、原子力の安全の確保に関する
組織及び制度を改革するための一体不可分のもの 


